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The purpose of this thesis is to clarify the operation and the utilization of Planning Agreement and District Planning of the 
shopping street. As a result, District Planning provides the rules mainly for building uses and their forms. Planning Agreement 
provides detailed and diversified regulations such as signboards, store open hours and operation policies of the shopping streets. 
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街並み誘導

地区地区計

画、元町仲

通り街づく

り協定が施

行され、み

なとみらい

線の開通に

合わせて、

元町通りに

も適用され

る元町地区

地区計画が

施行され、元町街づ

くり協定が元町通り

街づくり協定に改定

された。その後、平

成15年12月に1つ
のまちづくり憲章を

基に元町通り街づく

り協定と元町仲通り

街づくり協定と元町

地区全体の住む人の

ルール作りが掲載さ

れた元町町づくり協

定の3つの協定と元

町仲通り街並み誘導

地区地区計画、元町

地区地区計画２つの

地区計画を見直し、

元町公式ルールブッ

クとしてまとめ個性

ある街づくりを行っ

ている。 

1．研究背景と目的 

商店街の衰退が指摘されて久しいが、活気ある商店街を

形成する上で、その環境整備やルールづくりは重要である。

地区計画とまちづくり協定は、共通部分と異なる部分があ

るが、どちらも商店街の独自性や関係者が協議をおこなう

ことによる自己決定性を向上させることが期待され、活性

化の一つの方法として効果があると考えられる。 
協定に関する既存研究としては、協定の規定内容とその

遵守度 1)、協定の利用動向 2)や効用 3)を明らかにした研究が

行われている。また、横浜市の商店街の変遷と協定等の制

度を調査したもの 4)はあるが、協定と地区計画の役割と協

定の運用手続きに関する研究は行われていない。 
そこで本研究では、商店街における協定と地区計画の役

割や使い分け、商店街の独自色を出すための運用体制を明

らかにすることにより、商店街におけるまちづくり協定と

地区計画の運用と活用方法を考察することを目的とする。 
 

2．調査対象地域と調査方法 

2-1．対象地域の選定理由と調査方法 

本研究では、商店街の協定と地区計画の活用方法につい

て調査を行うため、地域まちづくり推進状況報告書５）より、

類型地区が商業地であり、地区計画と協定が両方策定され、

路線型商店街である地域を選定したところ、元町商店街（元

町仲通り・元町通り・元町河岸通り）、馬車道、伊勢佐木町

1・2丁目、3地区が選定された。 
本研究では、対象3地区の協定と地区計画、その他の制

度を1文1文読み解き項目付けを行い、制度にどのような

項目が存在し、協定、地区計画にどのような役割を持たせ

ているか分析した。そして、その組織がどのようにこれら

の制度を利用して運用を進めているかを知るため、3 地区

を対象にインタビュー調査をおこなった。 
2-2．対象地概要 

2-2-1．元町商店街 

元町商店街は、表-1 の制度が関わり図-1 の範囲である。

通りや場所によって適用される制度が異なることが特徴で

ある。 
制度の歴史は、山手地区景観風致保全要綱がはじめに施

行され、元町通りにのみ適用される元町街づくり協定が施

行された。その後、元町仲通りに適用される。元町仲通り 

2-2-2．馬車道商店

街 

馬車道商店街は、

表-1 の制度が関わ
図-3. 伊勢佐木町1・2丁目の制度範囲 

図-1. 元町の制度範囲

図-2. 馬車道の制度範囲
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り、図-2の範囲である。関内地区都市景観協議地区、横浜

市景観計画は他の地区にない制度である。 
制度の歴史としては、昭和50年4月馬車道商店街街づく

り協定が施行され、昭和61年5月に壁面後退といった内容

が一部変更、平成16年5月に馬車道まちづくり協定に改定

された。その後、平成20年に馬車道地区地区計画が策定さ

れた。また、それと同時期に、横浜市景観計画、関内地区

景観協議地区の範囲内になり、街づくり協議地区から削除

された。 
2-2-3．伊勢佐木町1・2丁目商店街 
伊勢佐木町 1・2 丁目商店街は、表-1 の制度が関わり図

-3の範囲である。 
制度の歴史は、昭和57年に伊勢佐木町1・2丁目地区街

づくり協定が施行され、平成 15 年 5 月に度改定された。

平成 17 年 12 月に地区計画が決定された後、平成 18 年 5
月に伊勢佐木町 1・2 丁目地区街づくり協定が 2 度目の改

定が行われた。 

 

3．まちづくり協定と地区計画の役割分析 

目をまとめたものが表-2である。 協定と地区計画の項

3-1．元町商店街 

3-1-1．まちづくり協定の変遷 

建築物の用途の項目では、規制の表現が制限から禁止と

厳しくなっているが、項目数自体は減少している。他にも、

形態・意匠や看板の種類制限が改定時に追加されている。

また、全体の特徴として、地元組織への入会の義務付けや、

各店の商品のオリジナル性を持つ等の商業者への指針を示

が挙げられる。 すソフト面の項目が増加していること

3-1-2．まちづくり協定と地区計画 

建築物の用途については、改定時に項目が削減されたこ

とで、協定よりも地区計画の方が規定している項目数が多

い。このことから用途規制は地区計画に任せていると言え

る。また、協定では「危険を及ぼす施設」といった曖昧な

表現がなされている。それは、曖昧な表現にすることで、

協定では地区計画策定時には想定できなかったことについ

て、事前協議を行えるようにする役割を持つのではないか

と考えられる。容積率、敷地面積は元町街並み誘導地区地

区計画でのみ規定されている。協定では、駐車場の形態や、

看板の種類制限といった地区計画で規定が困難な詳細なハ

ード面についても決められているが、照明時間やごみ処理、

営業時間の制限、荷捌き、商品のオリジナル性等のソフト

面の項目も多く取り決められている。また、荷捌き・ごみ

処理といった住民との共同項目や、各店舗に創造性のある

店づくりや商売の姿勢を示す、商品のオリジナル性、イベ

ン

も、それぞれ同じように利用されていると考

3-

店街全体での方針を示しているのが大きな特徴で

3-

は、

と考えられる。 
 

3-

の遵守といった項目

3-

と

で

のハード環境作りに協定を利用していると考えら

る。 

の運用方法 

4-

トへの参加といった項目が特徴的である。 

元町では、ハード面は地区計画、ソフト面は協定と役割

を分けながら

えられる。 
3-2．馬車道商店街 

2-1．まちづくり協定の変遷 

用途の規制については、協定が改定される度に制限が厳

しくなっている。このことから、商店街の街づくりが進み、

全体の理解が得やすくなったと考えられる。1 回目の改定

から、街全体の基調色を指定することで、馬車道全体の色

彩の統一を図っている。また、2 回目の改定では、街の熟

知することや、馬車道名物づくり等の商業者への方針を追

加し、商

ある。 

2-2．まちづくり協定と地区計画 

建築物の用途では、ワンルームマンション建設の禁止や、

1・2階の業務利用禁止は協定のみで決められている。これ

は、法的拘束力のある地区計画では制限するのは難しいた

め協定で規制している。また、用途規制では重複している

項目が多いことや、広告物・日除けの項目で、協定にはな

い広告用屋外映像装置・音響装置禁止が地区計画に追加さ

れていることから、地区計画は、協定を踏まえて決定され

ていることがわかる。さらに、協定では、高さや壁面位置、

看板の種類制限といったハード面の規定と、イベントへの

参加、街の熟知、新しいアイデアの考案・実行といった、

賑わいを作るための商業者への姿勢を示す項目といったソ

フト面の両方が決められている。これらから、馬車道で

表-1. 商店街の関連制度 
商店街名 関連制度 年度

山手地区景観風致保全要綱 平成 7年 7月

元町仲通り街並み誘導地区地区計画　 平成11年 1月

元町地区地区計画　　　　　　　　　 平成15年 1月

元町町づくり協定　　　　　　　　　 平成16年 1月

元町通り街づくり協定　　　　　　　 平成16年 1月

元町仲通り街づくり協定　　　　　　 平成16年 1月

元町地区街づくり協議指針　　　　　 平成16年 4月

馬車道まちづくり協定書　　　　　  　平成16年 5月

馬車道地区地区計画　　　　　　　　 平成20年 4月

関内地区都市景観協議地区　　　　　 平成20年 4月

横浜市景観計画　　　　　　　　　  　平成20年 4月

伊勢佐木町1・2丁目地区地区計画　 　平成17年12月

伊勢佐木町地区街づくり協議指針　　 平成17年 4月

伊勢佐木町1・2丁目地区街づくり協定 平成18年 5月

元町商店街

馬車道

商店街

伊勢佐木町

１・2丁目

商店街
協定を中心に街づくりを行っている

3-3．伊勢佐木町1・2丁目商店街

3-1．まちづくり協定の変遷 

用途規制の項目で、地下街と2階以上の利用方法が追加

されている。他にも、看板、地区計画

が追加されていることが分かった。 
3-2．まちづくり協定と地区計画 

用途規制の項目では、協定が地区計画施行後に改定され

ているにもかかわらず項目数が少ないので、用途規制につ

いては地区計画に任せている。また、協定では誘導するよ

うな表現で規定していることが特徴として挙げられる。さ

らに、協定改定時に、地区計画遵守の項目を追加するこ

、協定で事業者への地区計画の周知を行っている。 
伊勢佐木の協定は、ソフト面は少なく、ハード面の規定

が中心である。特に、壁面後退の形態を規定することで、

地域独自

れ

 

4．まちづくり協定

4-1．元町商店街 

1-1．組織の運用 

元町には、「元町自治運営会」「元町 SS 会」「元町 CS
会」「元町河岸通り会」の 4 つの地元組織が存在し、街づ

くりを推進している。また、「元町町づくり協定」「元町通

り街づくり協定」「元町仲通り協定」の 3 つの街づくり協

定が策定されており、それぞれを元町自治運営会、元町SS
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会、元町CS 会が策定・運用している。これらの組織をま

と

われてお 、

を持

た

、この事前協議会は、

開催され、1 回に扱う案件は最大

。このことは、

いることを表 いか。ま

主に4団体それぞれか 加者

ドバイザーとで構成されており、3
の協議事項が話し合われている

店街 

運用 

くりを行っているの 商店街協同

約110
には 画宣伝委員会」が協定書の運用を

平成7年2月に が設

「まちづく が協定の運用を行う主

た

行

、

栽

員

分

る

活動が行われている

（図-7）。 
4-2-2．まちづくり

馬車道では建築物の を行う場合、図-8の手

続きが必要となる。 を行う り

店街 

運用 

くりを行っているの 商店街協同

約110
には 画宣伝委員会」が協定書の運用を

平成7年2月に が設

「まちづく が協定の運用を行う主

た

行

、

栽

員

分

る

活動が行われている

（図-7）。 
4-2-2．まちづくり

馬車道では建築物の を行う場合、図-8の手

続きが必要となる。 を行う り

に拘束力 事前

めると図-4となる。街の中心となる元町通りの街づくり

を行っているのは、会員420名からなる元町SS会である。

元町 SS 会には、街づくり室が設置されており、そこを中

心に協定の見直しや、ストリートファニチャーの整備等協

定に関わる活動を行っている。 
4-1-2．まちづくり協定の運用 

元町では建築物の建築等

手続きが必要となる。手

ことにより、計画書に逸

を の事前協議の

続きの中で がなされる

脱した案の提出を防

元町街づくり

前協議 で

、協 内

容に則してい

るか確認が行

行う場合、図-5
、事前相談

、現在では他に、馬車道のマーク・、現在では他に、馬車道のマーク・

止している。

事 会

「ま「ま

は

、「企、「企

定の

り

この協議があ

ることで、ま

ちづくり協定

そして、協定

にそぐわない

と判断した場

合は再検討に

なるが、その

内容としては、

看板、外壁、

色彩について

のものが多く、

再検討で却下

される案件は

年に1件程度

である。これ

は、事前相談

せている。

の効果をあらわしている。また

申し出がある度に

3 件で、年間に約

協議会が機能して

た、事前協議会は

と行政からのア

協定全てについて

（図-6）。このよう

議会で事前協議を

徴と言える。さら

事項以外に、店舗誘致の時点で景観を乱さない業種

に絞るという活動を行っている。この

-6）。このよう

議会で事前協議を

徴と言える。さら

事項以外に、店舗誘致の時点で景観を乱さない業種

に絞るという活動を行っている。この

5 回行われている

すのではな

らの参

な複数の協定についてひとつの協

行う方法は、元町の協定運用の特

に

ような街づく

を図るために重要

な複数の協定についてひとつの協

行う方法は、元町の協定運用の特

に

ような街づく

を図るために重要

、元町では、協定で規定された、元町では、協定で規定された

りの仕組みは、商店街の景観統一りの仕組みは、商店街の景観統一

である。 である。 

4-2．馬車道商

4-2-1．組織の

馬車道で街づ

組合で、会員数は

れた昭和50年

行っていたが、

立されて以降、

体となっている。ま

ネーミングの管理を

う「企画宣伝委員会」

馬車道通り沿いの植

管理を行う「管理委

会」と担当が明確に

け、街づくりに関す

委員会は、月 1

4-2．馬車道商

4-2-1．組織の

馬車道で街づ

組合で、会員数は

れた昭和50年

行っていたが、

立されて以降、

体となっている。ま

ネーミングの管理を

う「企画宣伝委員会」

馬車道通り沿いの植

管理を行う「管理委

会」と担当が明確に

け、街づくりに関す

委員会は、月 1

は、馬車道は、馬車道

名である。街づくり協定が策定さ名である。街づくり協定が策定さ

ちづくり委員会」ちづくり委員会」

り委員会」り委員会」

協定 用協定 用の運  の運  

建築・増改築建築・増改築

協議協議 まちづくまちづく

理事会(25名) 

総務委員会(2,3名)

ま

委員会 
(15名) 

ちづくり 企画宣伝 
委員会 
(15名) 

管理 
委員会 
(15名) 

図-7. 馬車道商店街組織図 

馬車道商店街協同組合 
 

協同組合元町SS会 

 

街づくり委員会 

総会 

理事会(35名) 

街づくり室 
室長(1名) 

委員長(2名) 

委員(7名) 

元町CS会 
街づくり委員会 

元町河岸通り会 

元町自治

町づくり

運営会 
委員会 

元町まちづくり協議会(12,3名) 
・ 各会から2,3名 
・ 公共団体等関係機関及び 

学識経験者、専門家 

図-4. 元町商店街組織図 

協議の手続・申し出 

事前相談 

計画書の提出 
「建築企画届」 

元町まちづくり事前協議会の開催 
「建 」 

「街づくり協定書に対 約書」提出

築工事に伴う誓約書

する誓

「承諾書」発行 

再検討

行政機関への手続 

工事着工 

30日以上前 

承認 

承認 

図-5. 元町における協定の手続き

横浜元町 
まちづくり

憲章

元町町づくり協定 

元町通り街づくり協定 

元町仲通り街づくり協定 

元町河岸通り街づくり協定 
（発効されていない） 元町河岸通り会

参加（各会から2,3名） 
元町まちづくり協議会

全体を運用
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危害を及ぼす施設

個室付浴場業に係る

風

伊勢佐馬車道 元町

意匠

形態

壁面位置

容積率、敷地面積

駐車場

車両利用

街の熟知、アイデアの考案・実行

広告物・日除け

看板

色彩

緑化関係

１・２階部分住居利用

荷捌き

商品のオリジナル性、イベントへの参加

ごみの処理の方法

地区計画の遵守

入会規定の義務

管理組織との協議

営業時間

１階部分の利用方

階以上利用方

サ

ぱちんこ屋、危険物 理

関係、キ ラブ等

公

ガソリンスタンド

衆浴場

俗営業店、工場、

表-2. 新旧まちづくり協定と地区計画の規定内容 

商店街名と 
調査対象制度 

注：規定のタイ

規定項目 

プを4つに区分し、×…禁止、△…制限、○…誘導、◎…義務

定タイプが2つ以上にわたるものを示す。 とした。また、●は規
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、新築の場

合

そ

120

の建築を行う場合、図-10 の事前協

議

をも らす

委員

も含

計画の活用方法とまとめ 

ード面を、協定できめ細かいハ

いる。協定では、商業の経営や街

面や安全面など多彩な内容を規定

売の姿勢を示し商店街組合との協

せ、商店街各店舗の個性化と連携

また、事前協議の段階で、商店街

の自治会と共に事前協議会を開催

することで、地域全体を考えた広域的な街づくりを行って

いる。さらに、参入する店舗に協定内容を徹底化し、協定

が継続的に遵守される基盤をつくっている。 
馬車道では、ハード面、ソフト面の両方が協定に詳細に

決められており、協定を中心に位置づけている。そのソフ

ト面では、元町と同様に商業者の方針を示す役割があるが、

商店街の基本方針に沿った商店街全体の街づくりを要請し

相互協力の促進に協定を利用している。 
伊勢佐木では、地区計画で用途規制を行い、協定ではハ

ード面を中心に規定しており、協定を地域独特の歩行環境

づくりに利用しているが、項目の種類は少ないと言える。

また、協定では曖昧な表現を用いて規制しており、主に事

前協議で対応するという方法を用いている。 
地区計画は、必ずしも３地区とも積極的に規制の項目を

活用しているわけではないが、協定と両輪の関係、補完の

関係がある。一方、協定では商店街の方針や商売の方法に

関するルール等の多様な規制を持ち、組合との連携協力の

促進といった役割を持たせており、個性ある商店街づくり

に役立たせている。 
まちづくり協定は、環境面や経営面、交通面、安全面等

の地区計画では対応できない多様な面で、商店街固有の独

自性を打ち出すことに大きな役割を担っている。また、新

たに参画する商業者にそれを周知することにより、相互の

協力体制を維持する上での重要な役割を担っている。商店

街は、地域の独自性とガバナンス理論などで指摘される自

己決定性を高めることが重要と考えるが、まちづくり協定

は、それらを高める上で大変優れた手段と言える。 
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している。商業者への商

力を促す役割を強く持た

に協定を利用している。

関係者だけでなく、地元

計画の届出（資料の提出） 
協議の申し出 ほかに、事

からの協議の申

し出に速やかに
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最近ではその都
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委員会は、2007
年度は新築計画

で 2 回行われている。また、2004 年の協定改定以降、委

員会から事業者に対し、計画書の変更等の指導を3件行っ

ており、看板・広告物の色彩や大きさ、外壁の素材変更を

申し出ている。馬車道の協定運用の特徴として

まちづくり委員会の開催 

工事着工 

改築・改装 
1ヶ月前 

新築 
2ヶ月前 

同意 申入れ・指導 

承認 

建築確認申請 
の手続き 
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、建築確認申請の2ヶ月前に届出を行わなければならな

いと規定されている点が挙げられる。協定内容の事前相談

や説明会がないが、他の商店街と比べ長い期間を設定する

ことで、十分に計画期間を確保している。 
4-3．伊勢佐木町1・2丁目商店街 

4-3-1．組織の運用 

伊勢佐木町 1・2
丁目で街づくりを行

っているのは、伊勢

佐木町 1・2 丁目地

区商店街振興組合で、

の組合員数は約

名である。その

中に、まちづくり協

定の周知や遵守の精励等、協定に関わる活動を行う「街づ

くり委員会」が設置されている（図-9）。 
4-3-2．まちづくり協定の運用 

伊勢佐木では建築物
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商店街振興組合 

街づくり委員会(9名) 

委員長 

担当副理事
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員会の事前調整から回答までの期間を 14 日以内と規定し

ている点である。事前協議の日数を規定することで、事前

調整の効率性を重視しているのではないかと考えられる。
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しかし、看板
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めると月3件
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図-9. 伊勢佐木町1・2丁目商店街組織図

建築行為の意思表明

街づくり方針の説明

建築計画策定 
「建築計画についての事前協議書」作成・提出
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商店街振興組合が 
「建築計画についての事前協議回答書」により回答
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図-10. 伊勢佐木における協定の手続き
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